




雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
案
要
綱
（
青
少
年
の
雇

用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
等
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
部
分
）

第
一

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
等
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正

一

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
、

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
二
第
一
項
、
育
児
休
業
、

介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
並
び
に
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者

の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
。

二

船
員
に
関
す
る
特
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

そ
の
他

一

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
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紙


